
「札幌市妊婦のための支援給付に係る事務処理等委託業務」 

公募型企画競争に関する質問及び回答 

№ 質問内容 回答 

1 「57,000 千円(消費税及び地方消費税

を含む。）上記予算額は、あくまで事業規

模を示したもので、契約金額の上限額と

なる予定価格では無いことに留意するこ

と。」と記載がありますが、公募型企画競

争提案説明書の６ 予算規模では、「上限

は57,000千円（消費税および地方消費

税を含む）」と記載があります。提案上限

金額の認識で相違ないでしょうか。 

57,000千円（消費税および地方消費税を

含む）が提案上限金額というご認識で相違

ありません。 

2 申請システムについて、受託者が自前で

用意する申請システム上で申請フォーム

を構築する場合と、委託者が用意する申

請システム（グラファー）を使わせていただ

き、受託者が申請フォームを構築する場

合の、２パターンあるとの認識でよろしい

でしょうか。 

ご認識の通りです。 

3 コールセンターに入電のあった転入者に

対して申請書の送付をすることになってお

りますが、事前に転入者が保健センターに

届出された場合であってもＱＲコードの

入ったチラシを渡さずに全てコールセン

ターを案内するのでしょうか。 

原則、事前に転入者が保健センターに届出

された場合、保健センターからＱＲコードの

入ったチラシを渡すことを想定しています。 

4 他自治体からの支給状況の照会は、今年

度実績でどのくらいあるのか、教えて下さ

い。（札幌市様→他自治体への照会含む） 

他自治体からの照会は３件/日程度です。札

幌市から他自治体への照会は、令和７年４

月１日から令和８年１月５日の間でおおよそ

200件ありました。 

5 本業務の遂行を目的とした、契約ベース

での共同事業体での参加も認められ、当

該事業体が受託者となり得ると考えてよ

ろしいでしょうか。 

またその場合に、構成員すべてに必要とな

る参加資格要件はありますでしょうか。 

札幌市における役務契約の共同請負につい

ては、共同請負によらなければ安定的な役

務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあ

るものに限り認めております。 本業務につ

いては、当該事由に該当しないと判断する

ため、共同請負による参加は認めません。 

6 本人確認書類の添付機能が含まれていま

すが、公的個人認証による本人確認は想

定されていますか。 

公的個人認証による本人確認は想定してお

りません。 

7 「グラファー社と同業他社でない場合、

フォームを提供できることがある」とありま

すが、自社開発のフォームを持ち込む場

合と、貴市から提供を受ける（グラファー

社の）フォームを利用する場合で、費用負

担や開発期間が変わると想定します。どち

優先の考え方は特にありませんので、提案

者のより良い事務フロー、見積額でご検討く

ださい。 



らを優先すべきでしょうか。 

8 申請フォームのQRコードを記載したチラ

シ等について、３点ご教示ください。 

・想定される種類 

・納品場所 

・給付対象者27,174件への郵送有無 

・想定される種類：現在は「通常版」と「流産・

死産を経験された方へ配慮した版」の2種類

を作成していますが、これに限定されるもの

ではありません。市民に合わせた効果的な

周知方法について、企画提案による柔軟な

提案を期待しています。 

・納品場所：最大11箇所を予定しています。

（子ども未来局子育て支援部母子保健担当

課：1箇所、各区保健センター：10箇所） 

・給付対象者（27,174件）への郵送の有無： 

対象者全員への一斉郵送については、企画

提案の内容によります。ただし、市民から個

別にチラシの郵送を求められた場合には、そ

の都度郵送対応を行う必要があります。 

9 「妊娠届出データ」「転出データ」等の８種

類のデータの提供を受ける頻度（週次、月

次など）、形式や方法（CSV、Excel、貴

市システムへの直接アクセス、など）は、ど

のような想定でしょうか。 

データの提供形式や頻度等の想定は以下の

とおりです。 

 

1　データ形式および共有方法 

⑴データ形式：原則としてすべてExcel形式 

を想定しています。 

⑵共有方法：本市が指定するGoogleドライ

ブ（Google Workspace） 上での共有を

想定しています。 

 

2　提供頻度 

最終的な頻度は、企画提案内容および契約

締結後の協議により決定しますが、現時点

での実績は以下のとおりです。 

⑴妊娠届出データ​ 月1回​  

⑵出産予定日データ​月1回​  

⑶流産・死産データ​ 月1回​  

⑷転出データ​月1回​  

⑸過去給付対象者データ​ 年1回​  

⑹エスカレーション内容​ 随時​  

⑺他都市リスト　現時点での共有実績なし。

月１回以上を想定。 

⑻要配慮リスト　現時点での共有実績なし。

月１回以上を想定 

 

3　提案にあたっての留意事項 

データの提供頻度を高めることは、市民への

迅速なサービス向上に繋がる一方、本市の

事務負担増加を伴います。提案にあたって



は、「市民の利便性」と「事務執行の効率性」

のバランスを考慮した最適なスケジュールを

提示してください。 

10 「成果物①」の中に「支払実績表（Excel

）」がありますが、給付金の振込実行も、受

託者の業務範囲であると考えてよろしい

でしょうか。 

（仕様書11(6)より、振込手数料は別途実

費精算と想定しております） 

給付金の振込は委託者にて行います。 

委託者から受託者に対し、振込の結果を報

告しますので、その結果を管理し、「支払実

績表（Excel）」を作成、提出いただく想定で

す。 

11 勧奨通知発送のタイミングは、申請期間

終盤に１回との想定でよろしいでしょうか。 

「終盤に1回の発送」では、郵便の不備や確

認遅れが発生した場合、提出が間に合わ

ず、市民が受給権を喪失する恐れがありま

す。 

事業の目的や背景を踏まえたうえで、対象

者が漏れなく申請できる発送のタイミングを

ご検討ください。 

12 「事務センターに架電機能を１回線以上」

とありますが、ここでは、不備確認・対応と

は別の用途（勧奨のアウトバウンドコール

など）が想定されていますか。 

不備確認・対応や勧奨のアウトバウンドコー

ルなどを想定しています。 

13 事務センターとリアルタイムの連携を行う

こと、とありますが、物理的な設置場所に

ついては特段の制限は無いと考えてよろ

しいでしょうか。 

（同一建物でなければならない、同一フロ

アでなければならない、等） 

設置場所についての制限はございません。 

14 「全件リスト」や「エスカレーション」に

Googleドライブを使用するとあります

が、その他機密性の高い個人情報を含む

データの受け渡しについても、すべて

Googleドライブで行う想定でしょうか。 

ご認識のとおりです。 

15 「市が用意する番号から受託者の番号へ

転送する」とありますが、転送にかかる通

信費用（転送元〜転送先間）の負担者は

どちらになりますか。 

転送に係る費用は委託者負担になります。 

16 前年度受託者からのデータ移行やマニュ

アルの引き継ぎはありますか。 

またその場合に、期間はどの程度確保さ

れますか。 

１　データ移行について 

前年度の受託者から、ステータス管理のた

めのリストの提供があります。 

 

２　マニュアルについて 

前年度受託者から、マニュアルの引き継ぎ

はありません。仕様書の記載のとおり、委託

者及び国からの妊婦のための支援給付に関

する情報や業務を進めるに当たり 必要な情



報等をもとに、業務マニュアル、対応用マ

ニュアル、ＦＡＱ等を受託者が作成してくだ

さい。 

 

３　準備期間について 

準備期間については、３月上旬からの想定

です。データ移行のためのリストの提供は３

月上旬に暫定版を提供し、３月末までの状

況を反映した最終版を４月上旬に改めて提

供予定です。 

17 給付原資（ひとりあたり1回5万円）は、本

予算に含まれない認識で相違ないでしょ

うか。 

ご認識のとおりです。 

18 審査委員会の企画提案書に基づくプレゼ

ンテーション 10分の中で、システムのデモ

ンストレーションを行うことは問題ないで

しょうか。 

問題ありません。 

19 「「令和７年度未支給分」は令和７年度中

に紙の申請書を郵送し、未申請のもの」と

ありますが、本未申請者に対する勧奨通

知は業務内容に含まれますでしょうか。ま

た、含まれる場合は、事務センター運営　

２ 業務の内容　⑸ 発送　オ 送付用封筒

の数量に記載の17,000 部には含まれな

い認識で相違ないでしょうか。 

「令和７年度未支給分」のうち、一度も勧奨

を行っていない者に対する勧奨通知は業務

内容に含まれます。 

また、事務センター運営　２ 業務の内容　⑸ 

発送　オ送付用封筒の数量に記載の

17,000部に、「令和７年度未支給分」が含

まれています。 

 

 

20 ⑴ 個人情報事故に関する損害賠償責任

保険への加入に関して、想定されている

損害賠償責任保険の内容はございますで

しょうか。 

特定の保険商品や補償限度額の想定はご

ざいませんが、本事業が妊婦等の身体的・

精神的ケアおよび経済的支援を行う極めて

機密性の高い情報を扱うものであることを

踏まえ、万が一の個人情報漏洩事故等に対

し、十分な賠償能力を確保できる保険への

加入をお願いいたします。加入にあたって

は、受託者の責任において適切な補償内容

を検討してください。 

21 本人確認のための書類添付機能を含め

る、とありますが、この書類はどういった内

容になるでしょうか。（マイナンバーカード

や免許証。または母子手帳など） 

また、その審査内容はどのようなものを想

定されているでしょうか？（マイナンバー

カード等の氏名＋生年月日などと申請

データの照合など、または添付されていれ

ばOKなど） 

１　添付書類について 

添付書類は以下を想定しています。​
・運転免許証、パスポート、年金手帳、介護

保険証などの本人確認書類​
・振込先の口座情報（通帳やキャッシュカー

ド）​
・母子手帳​
​
２　審査内容について 



また、不備となる条件をご教授ください。 

 

審査方法については、次の３点について照

合いただくことを想定しています。 

・申請者の情報（ふりがな、氏名、生年月日、

現住所） 

・振込先口座の情報（金融機関名、本支店

名、金融機関コード、支店コード、口座種別、

口座番号、口座名義） 

・添付書類 

　なお、仕様書にも記載していますが、審査

にあたり、受託者は委託者と協議のうえ、受

託者が審査時に用いるチェックリストを作成

していただきます。 

３　不備となる条件について​
不備となる条件は、以下があり得ます。 

・申請者が妊婦以外の場合 

・申請者と本人確認書類の不一致 

・口座名義が妊婦以外の場合 

・申請に必要な書類が添付されていない場

合 

・その他、申請の要件を満たしていないと考

えられる場合 

 

 

22 「ｄ 一次審査と二次審査は別の者が行う

こと。」とは、２名以上でダブルチェックを

行うという意図で認識相違ないでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

 


